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Ⅰ 沿革 

 

高鍋町美術館（以下「美術館」という。）は、郷土の教育や学術及び文化向上に資するた

めに、県内では唯一、町立の美術館として建設された。計画は、町制施行９０周年記念事

業として決定されたものである。すなわち、１９８８（昭和６３）年「ふるさと創生事業」

において町民に提案された３項目①石井十次先生の顕彰、②国際的視野を持った人材の育

成、③高鍋城址舞鶴公園総合整備計画の策定のうち、③の計画のなかに「歴史あふれた文

化を学ぶことのできる美術館を中心とした三の丸ゾーン」が位置付けられ、美術館構想が

提案されたものである。城堀の内側、藩政時代の上級武士武家屋敷街の西端に建ち、１９

９９（平成１１）年に開館した。 

 

平成 ３年     「美術館建設検討委員会」が設置される 

平成１０年     「高鍋町美術館運営検討委員会」が設置される 

          「高鍋町美術館開館準備室」が設置される 

平成１１年 ４月  「高鍋町美術館基金の設置、管理及び処分に関する条例」が施行される 

「高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例」が施行される 

「高鍋町美術館管理運営規則」が施行される 

「高鍋町美術館協議会規則」が施行される   

「高鍋町美術館美術作品等収集審査委員会運営要綱」が施行される 

 土公武二郎初代館長就任 

平成１１年 ９月  建物が完成する 

平成１１年１１月  美術館開館 

平成１３年 ４月  石井秀隣館長就任 

平成１７年 ４月  田中隆吉館長就任 

平成２３年 ４月  萱嶋稔教育長が館長兼任 

平成２４年 ４月  安井雄一郎館長就任 

平成２６年 ４月  萱嶋稔教育長が館長兼任 

平成２６年 ７月  萱嶋稔館長就任 

平成３０年 ４月  稲井義人社会教育課長が館長兼任 

平成３０年 ７月  島埜内遵館長就任 

令和 ２年 ４月  萱嶋稔館長就任 
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Ⅱ 展覧会 

１．常設展 

高鍋町は、江戸時代から教育の藩と言われ、古くから多くの優秀な人材が育成された。長

い歴史を辿ると、高鍋藩や秋月家に関連する人物のなかでも特に美術に造詣の深い秋月種樹

や秋月可山、多くの美術家を育てた有田四郎、平原美夫をはじめ、河野扶、道北昭介など優

れた作家を輩出している。また、高鍋町出身で児童福祉の父と呼ばれる石井十次の娘婿は岡

山県の画家・児島虎次郎であり、児島もまた幾度となく高鍋町に足を踏み入れている。当館

では、こうした郷土作家の系譜コレクションと宮崎ゆかりの作品、また、姉妹都市協定を結ん

でいる山形県米沢市の名品など、１９世紀の後半から現代に至るまでの作品を収蔵している。 

常設展では、１年に２回の展示替えを行い、毎回テーマを設けて約８００点に及ぶ所蔵品

のなかから紹介している。 
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（１）江戸から現代まで 高鍋町美術館“書”コレクション 

 書は“文字の美”と言える。文字は本来、ものごとを簡略化して伝えるという実用的な

理由で生まれた。エジプトのヒエログリフや中国の漢字は、紀元前にはすでに発祥してい

たと言われている。文化が進むにつれ、文字を美しく書くという表現が生まれた。現在、

日本では国語科の書写として、小学校３年生以上と中学校の全学年の授業で、毛筆による

指導が行われるほど、書は親しまれている。 

 今期の常設展では、当館所蔵の“書”に焦点を当て作品を展示した。長い年月、多くの

人に親しまれてきた書だからこそ、また、文字が明確な意味を有するからこそ、楽しみ学

ぶことのできる歴史や考え方がある。地元の名士が書き残した座右の銘たる作品や、手紙

のように状況やその時の気持ちを書き残した作品、オランダ語で書かれた作品まで、多様

な表現が楽しめる内容とした。 

会  期 

２０２０年４月１日（水）～９月２２日（火・祝） 

開館時間 

午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 祝日の翌日（土日は除く） 

観 覧 料 

大人２１０円（１７０円） 小中高生・高齢者・障がい者 １００円（８０円） 

※（ ）内は２０名以上の団体料金。高齢者は７０歳以上。障がい者は障がい者手帳所持者とその介護

者１名まで。未就学児と高鍋町内の小中高生および特別支援学校生は無料。 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町 

出 品 数 

２４点 

観覧者数 

３１３人 



展示順 作品名 作家名 技法

らふ

1 裸婦 児島 虎次郎 水彩画
むだい

2 無題 サイタ 亨 水彩画
きょうかい

3 教会 大上 敏男 油彩画
むだい

4 無題 辻野 精一 油彩画
すずきとしひこがしょじしたいしいじゅうじのしゃしん

5 鱸利彦が所持した石井十次の写真 （資料） 写真
いしいじゅうじしょうぞうがしたえ

6 石井十次肖像画下絵 鱸 利彦 鉛筆画
いしいじゅうじしょうぞうが

7 石井十次肖像画　☆ 鱸 利彦 油彩画
けいこくばんしゅう

8 渓谷晩秋　☆ 山内　多門 日本画
にほんとう

9 日本刀　☆ 和泉守国貞 日本刀
にほんとう

10 日本刀 国次 日本刀
ろうでいさいかしき

11 朧泥彩菓子器 石原 祥嗣 工芸

12 インディア・ゲート 児島 塊太郎 陶器
らんぶん

13 蘭文 高野 長英 書
せいきのうた

14 正氣之歌 藤田 東湖 紙本墨版
しちりつそうしょ

15 七律双書　☆ 西郷 南洲 書
ひとのよやまみちのごとし

16 人世如山路 秋月 種樹 書画
しょ

17 書 小林 天外 紙本墨書
まんねんしじょうたいへいじゃく

18 萬年枝上太平雀　☆ 鈴木 馬左也 書
しょ

19 書　☆ 徳富 蘇峰 書
しょが

20 書画 矢野 鐡山 紙本着色
うかぶ

21 浮 平塚 奎翠 書
じひ

22 慈悲 松田 幸敏 書
せーぬがわとえっふぇるとう

23 セーヌ川とエッフェル塔 鳥原 茂之 水彩画
らふ

24 裸婦 目野 順也 油彩画

常設展「江戸から現代まで　高鍋町美術館“書”コレクション」

令和2年4月1日（水）～9月22日（火・祝）

☆印のついている作品は「高鍋町美術館館蔵名品選（図録）」に掲載している作品です。
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（２）ボーダーレス！～もっと自由にアートを楽しむ館蔵名品選～ 

 今年度は、第３５回国民文化祭・みやざき２０２０ 第２０回全国障害者芸術・文化祭

みやざき大会が開催される年であった（次年度７月～１０月に延期が決定）。近年、障がい

のある方による芸術は、「アウトサイダーアート」や「アール・ブリュット」という言葉を

使ったひとつのムーブメントともいうべき時期を迎えている。今期の常設展示室では、本

県の国文祭・芸文祭を一緒に盛り上げていきたいという当館の思いを、常設展としてテー

マをもって実現することとした。合言葉は「ボーダーレス！」。本来、美術とは、宗教や国

籍や障がいは関係なく、誰もが自由に表現できるものであるはずである。本展では、その

ような「ボーダー（境界）」を感じさせない、パワフルな作品を選んで展示した。「私たち

が思っているよりも、美術はもっと自由なのかもしれない」と鑑賞者に思っていただける

ことを念頭に置いた内容とした。 

会  期 

２０２０年９月２９日（火）～２０２１年３月２６日（金） 

開館時間 

午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 祝日の翌日（土日は除く） 

観 覧 料 

大人２１０円（１７０円） 小中高生・高齢者・障がい者 １００円（８０円） 

※（ ）内は２０名以上の団体料金。高齢者は７０歳以上。障がい者は障がい者手帳所持者とその介護

者１名まで。未就学児と高鍋町内の小中高生および特別支援学校生は無料。 

※令和２年１１月３日（火・祝）は開館記念日につき観覧料無料。 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町 

出 品 数 

２２点 

観覧者数 

３９２人 



展示順 作品名 作家名 技法
サンド　メディテーション１５

1 Sand meditation15 Ken Sato ミクストメディア
もうひとつのくうかん３

2 もう一つの空間３       杉山　昭 水彩画
しゃかさんちゅうをいく

3 釈迦山中を行く　
しゃかさんちゅうをいく

4 釈迦山中を行く
さばくにたつげんじょうほうし

5 砂漠に立つ玄奘法師
かぜのとりで２０００

6 風の砦２０００ 橋本　俊雄　 油彩画
トリル

7 トリル 近藤　えみ レリーフ
ふくじゅはんえい

8 福寿繁栄 秋月　種樹 紙本着色
にほんとう

9 日本刀　 和泉守国貞 日本刀
はくゆうかき（ハナコ）

10 白釉花器（HANAKO）       児島　塊太郎 陶芸
いしがお

11 石顔 立体
かお

12 顔（テラコッタ）        陶芸
ふじんぞう１

13 婦人像Ⅰ 素描
ふじんぞう２

14 婦人像Ⅱ 素描
ぶつぞう

15 佛像 水彩画
いわのげんそう

16 岩の幻想 森　露子 染色
くだつきはーと

17 管つきハート 黒木　重雄 アクリル画
さくひん２

18 作品Ⅱ 上村　次敏 水彩画
おか１

19 丘Ⅰ 宮本　哲 油彩画
ほしぞらのしたで

20 星空の下で 河崎　志郎 油彩画
かぐらきこう「ほうじょうのまい」

21 神楽紀行「豊穣の舞」 弥勒　祐徳 油彩画
ゆき

22 雪 歌川　国周 版画
すいす

23 スイス 水彩画
あき

24 秋 水彩画
たかなべたいし

25 高鍋大師 細川　和昭 写真

サイタ　亨

里見　勝蔵　　

常設展「ボーダーレス！もっと自由にアートを楽しむ館蔵名品選～」
令和２年９月２９日（火）～令和３年３月２６日（金）

坂本　正直 油彩画
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２．特別展 

 （１）東京オリンピック公式ポスター制作アーティスト 書家・金澤翔子展 

令和２年度の特別展「東京オリンピック公式ポスター制作アーティスト 書家・金澤翔

子展」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大をうけて、次年度へ延期することとした。 
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３．企画展 

（１）第１７回高鍋町美術展覧会（無審査展） 

今年度の高鍋町美術展覧会（無審査展）は、新型コロナウイルスに伴う緊急事態宣言の

ため臨時休館となり、中止することとした。 
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（２）高鍋町美術館館蔵名品選展 

昨今の新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、当館では開催予定の企画展の中止や延

期が決定した。今年度前期については、不定期での臨時休館は予測されるものの開館時

に企画展を開催しない期間が多く発生する見通しとなった。その期間に来館された方に

とって、少しでも日頃の緊張を緩め、心豊かなひとときとなることを目的として特別企

画を開催することとした。本展は、昨年度に開館２０周年を記念して当館の所蔵品約８

００点の中から４８点の名品を厳選し紹介した「高鍋町美術館館蔵名品選」（図録）を

刊行したことに関連するものである。企画展示室にて名品選に掲載したすべての作品を

特別展示する内容とした（うち５点は常設展示室にて展示）。また併せて、会期中は回

廊にて「特集サイタ亨」と題した特集展示を行った。 

  

会  期 

令和２年６月２日（火）～８月３０日（日） 

開館時間 

午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 祝日の翌日（土日は除く） 

観 覧 料 

大人２１０円（１７０円） 

小中高生・高齢者・障がい者１００円（８０円） 

※（）内は２０名以上の団体料金。高齢者は７０歳以上。障がい者は障がい者手帳所持者とその介護者

１名まで。未就学児と高鍋町内の小中高生および特別支援学校生は無料。 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町 

出 品 数 

４８点 

観覧者数 

２７４人 
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（３）交差する視点 辻󠄀野精一・道北昭介 

 昨今の新型コロナウィルス感染症拡大に伴い、当館では開催予定の企画展の中止や延

期が決定した。その期間に来館された方にとって、少しでも日頃の緊張を緩め、心豊か

なひとときとなることを目的として特別企画を開催した。この特別企画は、「高鍋町美

術館館蔵名品選展」（令和２年６月２日～８月３０日）に続く、第２弾である。藩政時

代の文化が脈々と受け継がれてきた高鍋では、古くは安田李仲、秋月可山から、有田四

郎、平原美夫と、伝承的かつ古典的な表現が見られた。その一方で、革新的な表現を生

み出している画家たちも存在する。辻󠄀野精一と道北昭介がそれである。 

 いずれも高鍋町出身の抽象画家である、１９２０（大正９）年生まれの辻󠄀野精一と１

９３０（昭和５）年生まれの道北昭介は、たった一度だけ１９７８（昭和５３）年に二

人展を東京と福岡で開催している記録が残っている。とはいえ、県庁職員として制作に

励み日日会の創立などに貢献し地域に根付いた活動をした辻󠄀野と、高鍋町での制作を主

としながら都心部への出展を意欲的に続けた道北には、画家として追求したものに大き

な懸隔が存在する。本展では、高鍋ゆかりの抽象画家二人の所蔵品を同会場で展示する

ことで、４０年以上前に交差した二人の視点を追想するように鑑賞できる機会を提供し

た。また、二人の画歴をもとに改めて作家としての歩みを考証する機会とした。 

 また併せて、会期中は回廊にて「特集 雨田正」と題した特集展示を行った。所蔵し

ている雨田正作品は、平成２８年度の常設展「雨田正コレクションと美術館名品展」以

来のまとまった作品展示であった。 

 

 

 

 

 

会  期 

令和２年１０月２４日（土）～１１月２９日（日） 

開館時間 

午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 祝日の翌日（土日は除く） 
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観 覧 料 

 常設展観覧料に含むものとする 

大人２１０円（１７０円） 

小中高生・高齢者・障がい者１００円（８０円） 

※（ ）内は２０名以上の団体料金。高齢者は７０歳以上。障がい者は障がい者手帳所持者とその介

護者１名まで。未就学児と高鍋町内の小中高生および特別支援学校生は無料。 

※令和２年１１月３日（火・祝）は開館記念日につき観覧料無料。 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町 

出 品 数 

企画展示室 ２１点 

回廊 ３１点 

観覧者数 

２６８人 



※　作品番号は順路順の通し番号です。

交差する視点　辻野精一・道北昭介

一般・企画展示室

作品番号 作　品　名 Title of work 作　家　名 サイズ（縦×横・ｃｍ）

1 春だち　NO２ First Signs of Spring No. 2 辻野　精一 72.7×91.0

2 無題 Untitled 辻野　精一 72.7×92.0

3 天地創造
The Creation of Heaven and
Earth

辻野　精一 112.0×145.5

4 遊目 Playful Eyes 辻野　精一 194.2×144.3

5 叢祠の住人 Shrine Dweller 辻野　精一 130.0×162.0

6 さかだち（A） Standing on End (A) 辻野　精一 145.5×112.0

7 さかだち（B） Standing on End (B) 辻野　精一 145.5×112.0

8 訴＆願 Appeal and Hope 辻野　精一 162.0×130.0

9 無題 Untitled 辻野　精一 145.5×193.8

10 プリズム・・・１４ Prism…14 辻野　精一 145.5×224.0

11 ピエロの終日 A Clown’s Day 道北　昭介 162.0×130.0

12 跡（赤） Tracks (Red) 道北　昭介 81.0×61.0

13 無題 Untitled 道北　昭介 118.0×93.0

14 土の祭り Festival of Earth 道北　昭介 119.0×93.0

15 無題 Untitled 道北　昭介 185.0×91.0(455.0)

16 土の祭り Festival of Earth 道北　昭介 162.0×130.0

17 跡（黄） Tracks (Yellow) 道北　昭介 83.5×62.0

18 土の物語より蛾の舞NO.1
From the Legend of Earth, The
Moth’s Dance No. 1

道北　昭介 162.0×130.0

19 海辺のファンタジー Seaside Fantasy 道北　昭介 162.0×130.0

20 雲の世界 World of Clouds 道北　昭介 162.0×130.0

休憩室

21 映像 Movie 22分間

特集　雨田　正

回  廊

作品番号 作　品　名 Title of Work 作　家　名 サイズ

1 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

2 馬ヶ背 Umagase 雨田　正 45.0×57.5

3 風景（藤のある風景）
Landscape (Landscape with
Wisteria)

雨田　正 57.0×75.5

4 学校の風景 Landscape with School 雨田　正 48.0×63.5

5 学校の風景 Landscape with School 雨田　正 57.0×75.5

6 湖のある風景 Landscape with Lake 雨田　正 45.0×57.5

7 学校室内風景 Schoolroom Landscape 雨田　正 57.0×75.5

8 静物 Still Life 雨田　正 63.0×48.5

9 グラジオラス Gladiolus 雨田　正 48.0×63.5

10 紫陽花 Hydrangea 雨田　正 75.5×57.5

11 果物 Fruit 雨田　正 48.0×63.5

会期｜2020.10.24（土） - 11.29（日）

主催｜高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町

交差する視点　辻野精一・道北昭介
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12 黒猫とマーガレット Black Cat With Marguerite 雨田　正 75.5×57.5

13 桃と蜜柑 Peach and Mikan 雨田　正 48.0×63.5

14 風景（大淀川） Landscape (Oyodo River) 雨田　正 57.0×75.5

15 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

16 風景（河口のボート）
Landscape (Boats at the Mouth
of the River)

雨田　正 57.0×75.5

17 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

18 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

19 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

20 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

21 橋のある風景 Landscape with Bridge 雨田　正 57.0×75.5

22 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

23 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

24 風景 Landscape 雨田　正 57.0×75.5

25 風景（美々津） Landscape (Mimitsu) 雨田　正 57.0×75.5

26 フリージア Freesia 雨田　正 63.0×48.5

27 静物（桃） Still Life (Peach) 雨田　正 48.0×63.5

28 いすにかける女性 Woman Sitting in Chair 雨田　正 75.5×57.5

29 椅子にかける女性 Woman Sitting in Chair 雨田　正 75.5×57.5

30 風景 Landscape 雨田　正 48.0×63.5

31 風景（デッサン） Landscape (Sketch) 雨田　正 48.0×63.5

19
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（４）reform 島㟢清史展 

令和２年度の企画展「reform 島㟢清史展」は、新型コロナウイルス感染症の感染拡大

をうけて、次年度へ延期することとした。 
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（５）第３５回国民文化祭・みやざき２０２０  

第２０回全国障害者芸術・文化祭みやざき大会  

宮崎アーティストファイル ギフト展 

令和２年度の企画展「第３５回国民文化祭・みやざき２０２０ 第２０回全国障害者芸

術・文化祭みやざき大会 宮崎アーティストファイル ギフト展」は、新型コロナウイル

ス感染症の感染拡大をうけて、次年度へ延期することとした。 
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（６）第２２回西都・児湯の子どもたちによる絵画展 

 本展は開館以来、毎年開催している企画展である。西都・児湯郡内の小学校・中学校・

特別支援学校の全校から、各学校にて選出した作品を出品していただいている。さらに

３名の審査員に依頼し、出品作品から優秀な作品を選出し、受賞者には表彰式にて表彰

状の授与を行った。各学校での美術活動は常時行われているが、それを一堂に展示する

機会は無く、西都・児湯郡内に唯一存在する町立の美術館としての重要な役割を果たし

ている。 

 

会  期 

令和２年１２月１３日（日）～１２月２７日（日） 

開館時間 

午前１０時～午後５時 

（入館は午後４時３０分まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 

祝日の翌日（土日は除く） 

観 覧 料 

無料 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町 

後  援 

西都市・新富町・西米良村・木城町・川南町・都農町・西都市教育委員会・新富町教育

委員会・西米良村教育委員会・木城町教育委員会・川南町教育委員会・都農町教育委員

会 

出 品 数 

４４３点 

観覧者数 

９７５人 

審査員 

前田 昌樹氏（画家） 

田中 隆吉氏（画家） 

萱嶋 稔（当館館長） 
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（７）第２０回高鍋高校美術・書道部展 

令和２年度の第２０回高鍋高校美術・書道部展は、新型コロナウイルスに伴う緊急事態

宣言のため臨時休館となり、中止することとした。 
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（８）小説『秋月鶴山 上杉鷹山がもっとも尊敬した兄』出版記念 

秋月鶴山と上杉鷹山展 

令和３年２月７日（日）、高鍋町は町制施行１２０年を迎え、令和３年２月９日（火）

には、童門冬二氏が著した小説『秋月鶴山 上杉鷹山がもっとも尊敬した兄』が一般発

売された。このような追い風を受けて、全国的に高鍋藩七代藩主・秋月鶴山（秋月種茂）

への関心が高まっている。本展では、郷土の歴史に興味を持ってもらうことを目的とし、

高鍋町歴史総合資料館の関係資料や町立高鍋図書館所蔵の関連書籍に加え、小説の表紙

を飾った高鍋町美術館所蔵の「陽鶴」（秋月種樹）を展示した。 

会  期 

令和３年２月１３日（土）～２月２８日（日） 

開館時間 

午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 祝日の翌日（土日は除く） 

観 覧 料 

無料 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町教育委員会・高鍋町 

出 品 数 

１８点 

観覧者数 

８１５人 



企画展示室１

作品番号 作品名 作者名 種類 所蔵

1
『小説　秋月鶴山　上杉鷹
山がもっとも尊敬した兄』
直筆草稿（あとがき）

童門冬二 資料 作家

2 伝国の辞　複製 上杉鷹山 書
高鍋町歴史総合資
料館

3
高鍋藩江戸麻布屋敷図　複
製

不明 絵図
高鍋町歴史総合資
料館

4 上杉鷹山肖像画 不明 書画
高鍋町歴史総合資
料館

5
上杉鷹山から丸山蔚明への
書

上杉鷹山 書
高鍋町歴史総合資
料館

6 漢詩　明月来相照　複製 秋月鶴山 書
高鍋町歴史総合資
料館

7 陽鶴 秋月種樹 書画 高鍋町美術館

8 寄松和歌 秋月鶴山 書
高鍋町歴史総合資
料館

9 高鍋城古図 不明 絵図
高鍋町歴史総合資
料館

10 明倫堂で使用された机 不明 資料
高鍋町歴史総合資
料館

11 明倫堂記録 不明 資料 町立高鍋図書館

12 領地目録　写 不明 書
高鍋町歴史総合資
料館

小説『秋月鶴山　上杉鷹山がもっとも尊敬した兄』出版記念

秋月鶴山と上杉鷹山展
    会期｜2021.2.13（土） - 2.28（日）

主催｜高鍋町教育委員会・高鍋町
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作品番号 作品名 作家名 種類 提供

13
映像「秋月種茂没後    ２
００年シンポジウム　童門
冬二氏講演会」

― 映像
高鍋町・高鍋町教
育委員会

作品番号 作品名 作者名 種類 所蔵

14
三好善太夫から上杉鷹山へ
の手紙　複製

三好善太夫 書簡
高鍋町歴史総合資
料館

15
娘・貞生（ケイ）に宛てた
書簡

秋月鶴山 書簡
高鍋町歴史総合資
料館

16 高鍋藩法令 秋月鶴山 古文書 町立高鍋図書館

17 郷閭学規　写 秋月鶴山 古文書 町立高鍋図書館

18 自求録　上 千手八太郎 古文書 町立高鍋図書館

（閲覧用書籍）

回廊
・秋月種茂ものがたり　抜粋

町立高鍋図書館所蔵

・秋月種茂　復刻
・読み下し旧記抜書
・秋月種茂と秋月種樹
・秋月種茂ものがたり
・「仁」と「諌」高鍋藩・鷹山を育んだ風
・無私の精神の系譜
・上杉鷹山写真集　目でみる鷹山公偉蹟
・上杉鷹山公の人生観

・上杉鷹山公物語
・小説上杉鷹山　上巻
・小説上杉鷹山　下巻
・峠道
・細井平洲　完全版
・高鍋藩史話

 26
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（９）高鍋町美術館実技講座生徒作品展 

 高鍋町美術館では、当館主催の「実技講座」と貸館事業による「自主実技講座」の２種

類を開講している。「実技講座」は初心者を対象としており、より多くの方に受講してい

ただくために、原則として同一講座を２年続けて受講することはできない。「自主実技講

座」は、主に講座修了者が自主的に集まって実習室を使用し、制作活動を続けているもの

である。本展では、実技講座の１年間の制作活動の集大成として、当館主催にて発表の場

を提供している。制作活動に興味をもつ一般の方に対して実技講座の活動を周知するとと

もに、受講者に対して制作活動の意欲向上を図る機会となっている。このように、地域の

生涯学習の一環として、さまざまな役割と効果を担っている。 

 

会  期 

令和３年３月６日（土）～３月２１日（日） 

開館時間 

午前１０時～午後５時（入館は午後４時３０分まで・最終日は午後３時まで） 

休 館 日 

毎週月曜日（祝日は除く） 祝日の翌日（土日は除く） 

観 覧 料  

無料 

会  場 

高鍋町美術館 

主  催 

高鍋町美術館・高鍋町教育委員会・高鍋町 

出 品 数 

９５点 

観覧者数 

２２５人 

参加講座 

［主催実技講座］ 

・水彩絵手紙 

・超リアル色えんぴつ 

［自主実技講座］ 

・木版画講座バレン・タ・in高鍋 

・絵てがみ教室ぶ～け 

・重ね切り絵ぽっぽ 

・パステル教室 



Ⅲ　普及活動

１．美術講演会

なし

２．美術教室

（１）ワークショップ（申込型）

日　程 内　容 講　師 参加者数

令和２年８月７日（金） 西米良村子どもワークショップ　※中止 青井　美保（当館学芸員） ―

（２）ワークショップ（募集型）

期　日 内　容 講　師 参加者数

令和２年５月５日（火・祝） 手づくり万華鏡　※中止 青井　美保（当館学芸員） ―

令和３年３月７日（日） ぞうけいあそび　※中止 萱嶋　稔（当館館長） ―

（３）その他

期　日 内　容 担当者 参加者数

令和２年８月２０日（木）
町内小中学校美術技術部会研修会
（於：高鍋西中学校）

萱嶋　稔（当館館長） 7

令和３年１月２７日（水） 町内小中学校美術技術部会研修会 青井　美保（当館学芸員） 7

３．インターンシップ

なし

４．アウトリーチ活動

なし

５．寄稿

期　日 内　容 担当者

令和２年３月
滋賀県アール・ブリュット全国作品調査研究
令和２年度報告書（作者…伊藤有紀恵、鈴
木健太、樚本耕一、中武卓）

青井　美保（当館学芸員）

※中止…新型コロナウイルス感染症の拡大を受け、中止とした。
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Ⅳ　施設利用

１．展示室

（１）常設展月別観覧者

無料

大人
小中高生・高
齢者・障がい
者

大人
小中高生・高
齢者・障がい
者

大人
小中高生・高
齢者・障がい
者

未就学児・町内小
中高生および特別
支援学校生・招待
者等を含む

日 人 人 人 人 人 人 人 人

4 11 6 0 5 11

5 0 0

6 25 62 39 26 127

7 22 57 32 15 104

8 12 29 5 10 44

9 17 21 3 3 27

10 21 48 37 25 110

11 24 81 70 58 209

12 16 7 1 1 9

1 7 5 5

2 22 22 8 8 38

3 18 12 5 4 21

計 195 350 200 0 0 0 0 155 705

合計月
開館
日数

個人 団体 共通観覧券
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(2)展覧会観覧者

第１９回高鍋高校OB美術展 4/4～4/12 企画展示室 8

第１７回高鍋町美術展覧会
（無審査展）※中止

4/18～5/10 企画展示室

reform 島㟢清史展※延期 5/30～6/28 企画展示室

東京オリンピック公式ポスター制
作アーティスト　書家・金澤翔子
展　　※延期

7/18～8/30 企画展示室

高鍋町美術館館蔵名品選展 6/2～8/30 企画展示室 59 148 76

田中隆吉第２３回個展～コロナ
に負けないで～

9/15～9/22
回廊・エントラ
ンス

8

児湯支部書展※中止 9/29～10/4
回廊・エントラ
ンス

第３５回国民文化祭・みやざき２
０２０　第２０回全国障害者芸術・
文化祭みやざき大会　～歴史彩
る～高鍋の城址！日本の城
址！写真展※延期

10/24～11/8 企画展示室

第３５回国民文化祭・みやざき２
０２０　第２０回全国障害者芸術・
文化祭みやざき大会　宮崎アー
ティストファイル　ギフト展※延期

11/14～11/29 企画展示室

工房　赤い面　知的障がい者
アート　心のこうりゅう作品展※
延期

11/14～11/29 企画展示室

交差する視点　辻󠄀野精一・道北
昭介

10/24～11/29 企画展示室 31 102 90

第２２回西都・児湯の子どもたち
による絵画展

12/13～12/27 企画展示室 13

明るい選挙啓発ポスター・書道
作品展示

10/31～11/6 多目的ホール 5

第２０回高鍋高校美術・書道部
展　　※中止

1/16～1/24 企画展示室

第２２回高鍋町美術協会展 1/27～2/3 企画展示室 7

墨友展 1/27～2/3 エントランス 7

秋月鶴山と上杉鷹山展 2/13～2/28 企画展示室 13

第４４回町内小中学校読書感想
画展

2/13～2/28 企画展示室 13

高鍋町美術館実技講座             
   生徒作品展

3/6～3/21 企画展示室 14

第１５回アートフェスティバル「外
国人が見た宮崎」巡回展

3/6～3/21 エントランス 14

小計（延べ人数） ― ― ― 250 166 0 0

合計(延べ人数)

入場者数（団体）

大人
小中高生・
高齢者・障

がい者

小中高生・
高齢者・障

がい者

展覧会名 会期 会場 日数
大人

入場者数（個人）
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無料

企画展 ギャラリー展 企画展 ギャラリー展

193 193

50 274

256 256

76 268

975 975

147 147

250 250

250 250

815 815

815 815

225 225

225 225

4,277 542 0 2,830 1,321

4,693

合計

有料展 無料展
未就学児・町内小
中高生および特

別支援学校生・招
待者等を含む
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  ２．多目的ホール・実習室

月 日 曜 使用箇所 時間帯 行     事     名 参加者

2 木 ホール 午後 簿記勉強会 4

7 火 ホール 午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 6

午前 （実技講座）水彩絵手紙 11

午後 水墨画05教室 2

9 木 ホール 午前 簿記勉強会 3

5

2 火 ホール 午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 5

4 木 ホール 午前 簿記勉強会 4

9 火 ホール 午前 重ね切り絵ぽっぽ 5

10 水 ホール 午前 （実技講座）水彩絵手紙 10

11 木 ホール 午前 簿記勉強会 4

18 木 ホール 午前 簿記勉強会 4

19 金 ホール 午後 絵手紙ぶーけ 8

23 火 ホール 午前 重ね切り絵研究会 6

午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 10

午後 パステル画教室 8

7 火 ホール 午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 5

8 水 ホール 午前 （実技講座）水彩絵手紙 8

9 木 ホール 午前 簿記勉強会 4

21 火 実習室 午前 重ね切り絵ぽっぽ 6

23 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

8

午前 重ね切り絵ぽっぽ 7

午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 5

午前 （実技講座）水彩絵手紙 5

午後 水墨画05教室 2

10 木 実習室 午前 簿記勉強会 3

12 土 実習室 午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 3

16 水 実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 6

17 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

午前 絵手紙鷺草・水墨画 9

午後 絵手紙ぶーけ 6

午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 5

午後 パステル画教室 7

22 火 実習室 午前 重ね切り絵研究会 6

6 火 実習室 午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 6

7 水 実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 2

8 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

10 土 実習室 午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 5

13 火 実習室 午前 重ね切り絵ぽっぽ 6

14 水 実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 6

15 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

午前 絵手紙鷺草・水墨画 9

午後 絵手紙ぶーけ 8

（実技講座）超リアル色鉛筆 4

パステル画教室 6

22 木 ホール 15:00～18:00 公益財団法人　宮崎県消防協会県中ブロック長会議 49

27 火 実習室 午前 重ね切り絵研究会 4

午前 簿記勉強会 4

午後 水墨画05教室 2

30 金 ホール 午後 明るい選挙啓発ポスター・書道作品展（準備） 3

31 土 ホール 午前・午後 明るい選挙啓発ポスター・書道作品展 11

4

新型コロナウイルス県内発生に伴う臨時休館により使用実績なし

27 土 ホール

6

8 水 ホール

7

8 火 実習室

9 水

新型コロナウイルス県内発生に伴う臨時休館により使用実績なし

9

実習室

18 金 実習室

19 土 実習室

16 金 実習室

17 土 実習室 午前

29 木 実習室

10
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1 日 ホール 午前・午後 明るい選挙啓発ポスター・書道作品展 27

ホール 午前・午後 明るい選挙啓発ポスター・書道作品展 38

午前 重ね切り絵ぽっぽ 6

午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 4

ホール 午前・午後 明るい選挙啓発ポスター・書道作品展 18

実習室 午前 簿記勉強会 4

6 金 ホール 午前・午後 明るい選挙啓発ポスター・書道作品展 20

10 火 ホール 午前・午後 九州農政局宮崎拠点 66

17 火 実習室 午前 重ね切り絵研究会 5

18 水 実習室 午後 水墨画05教室 2

19 木 実習室 午前 簿記勉強会 3

実習室 午前 絵手紙鷺草・水墨画 9

実習室 午後 絵手紙ぶーけ 9

21 土 実習室 午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 3

25 水 実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 2

26 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 5

午後 パステル画教室 5

5 土 実習室 午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 3

午前 重ね切り絵ぽっぽ 6

午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 5

13 日 ホール 午前 第２２回西都児湯の子どもたちによる絵画展　表彰式リハーサル 86

16 水 実習室 午後 水墨画05教室 2

17 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

18 金 実習室 午後 絵手紙ぶーけ 6

ホール 午前・午後 高鍋高校音楽部第１回演奏会 97

午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 7

午後 パステル画教室 4

20 日 ホール 午後 ピアノ発表会 53

ホール 午後 第３回高鍋まごころサポーター養成研修 26

実習室 午前 重ね切り絵研究会 6

23 水 実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 7

24 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

1 27 水 実習室 午後 領域別部会 8

9 火 実習室 午前 重ね切り絵ぽっぽ 6

10 水 実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 7

11 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

ホール 午前 第４４回町内小中学校読書感想画展　表彰式 78

実習室 午前 第４４回町内小中学校読書感想画展　控室 8

14 日 ホール 午前・午後 ピアノ・バイオリン発表会 60

ホール 午後 高鍋町美術館協議会 12

実習室 午前 （実技講座）水彩絵手紙 6

18 木 実習室 午前 簿記勉強会 4

午前 絵手紙鷺草・水墨画 6

午後 絵手紙ぶーけ 5

午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 7

午後 パステル画教室 4

23 火 実習室 午前 重ね切り絵研究会 6

27 土 実習室 午前 （実技講座）超リアル色鉛筆 3

午前 重ね切り絵ぽっぽ 6

午後 木版画講座　バレン・タ・in高鍋 5

11 木 実習室 午前 簿記勉強会 3

20 土 実習室

火

12

13

2

19

19 金 実習室

9 火 実習室

実習室

11

8 火 実習室

5 木

20 金

28 土

3

土
実習室

22

実習室
火3

土

17 水
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ホール 午後 事務補助の面接 3

実習室 午後 事務補助の面接　控室 3

18 木 実習室 午前 簿記勉強会 2

19 金 実習室 午後 絵手紙ぶーけ 9

20 土 実習室 午後 パステル画教室 6

23 火 実習室 午前 重ね切り絵研究会 5

25 木 実習室 午前 簿記勉強会 3

合計 1,133

16 火

3
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Ⅴ　収蔵資料

１．作品収蔵状況

分類

日本画 油彩画 水彩画 素描 版画 彫刻 工芸 写真 その他 合 計

寄贈 9 175 201 29 55 2 32 14 83 600

寄託 8 2 1 2 133 2 66 0 16 230

小計 17 177 202 31 188 4 98 14 99 830

（令和3年3月31日現在）

２．資料の貸出

　　なし

所蔵品数

美術品
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Ⅵ 学芸員記録（culture） 

 

この「culture」は当館が実質的に主催した展覧会を、原則として主催者の立場で記録し

たものである。毎年、地域色のある展覧会を開催しているが、それに伴う図録の作成が実現

できていないため、その特色を概観することを目的として記録している。 

同じ目的をもって平成３０年度より「デジタルアーカイブ（記録集）」を別途作成する事

業をスタートした。本来図録を作るべき企画展においてその予算が得られなかった際、“デ

ータ上の”図録を作成するというものである。ウェブ上における情報の揮発性の高さや改ざ

んのリスクなどは認識しており、あくまでも暫定的な対処法であると考える。なお、高鍋町

美術館では、この“データ上の”図録も、最小限の部数は印刷保管している。加えて、国立

国会図書館に納本している。なお、全文は高鍋町美術館ホームページにて公開している。 

www.town.takanabe.lg.jp/museum/1761.html 
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高鍋町出身の抽象画家・辻󠄀野精一と道北昭介について―収蔵品からの考察― 

青井 美保      

（高鍋町美術館学芸員） 

はじめに 

 １９２０年生まれで、日日会（宮日総合美術展無鑑査による会）創設の場に臨んだ辻󠄀野

精一と、１９３０年生まれで、福岡の美術評論家たちから熱い視線が注がれた道北昭介。

新感覚の絵画を模索した二人の表現は、今も輝き続けている。２０２０年１０月２４日

（土）～１１月２９日（日）に高鍋町美術館企画展示室にて開催した「交差する視点 辻󠄀

野精一・道北昭介」では、いずれも高鍋町出身で抽象画に取り組んだ辻󠄀野と道北の、幅４

ｍ超の大作を含む所蔵作品全４８点のなかから２０点を特別公開した。１９７８年に一度

だけ東京・銀座で実現した二人展に思いを馳せた、初企画である。 

辻󠄀野については、当館に３７点もの作品が所蔵されておりながら、これまで研究される

機会はほとんどなかったと言える。数少ない美術評論家による辻󠄀野評は１９７８年に東亜

画廊（福岡県福岡市）で開催された辻󠄀野精一個展での案内状に掲載された中村義一（当時

宮崎大学教授・１９２９―）によるものである。一方で道北については、没後に開催され

た遺作展にあたり『道北昭介画集』が発行されている。この機会に、福富健男（文筆家・

１９３６―）・石井一次（農業者・１９３１―２０１８）らによる熱心な調査が行われた

ことは、重要な意味を持った。また、同じく画集の冒頭に、谷口治達（美術評論家・１９

３２―２０１３）による道北評が掲載されていることは、道北の広い交流関係を示し、核

心に迫った内容となっている。逆にそれ以降、この二人が注目されることは無いに等し

い。高鍋町に生まれ、抽象画に取り組んだ二人が、なにを想い、なにを描いていたのか。

二人の相違点を浮かび上がらせることで、「地域の美術史」としての課題をいま一度見つ

め直すことはできないだろうか。そのような考えで、本稿は、辻󠄀野精一と道北昭介の生涯

にわたる表現の変遷を整理しながら、両者の画家としての性格を明らかにすることを目的

としている。 

１．辻󠄀野精一 

 辻󠄀野が本格的に制作を始めたきっかけは、１９５３年（当時３３歳）に県庁職員絵画グ

ループに入ったことである。１９３９年（当時１９歳）のころにはすでに画家を志望して

いたというが、家族の反対にあい断念、その後宮崎県庁に勤務といった経緯をたどってい

る。辻󠄀野の制作への取り組み方は、宮崎県内のアマチュア画家（公募展などに作品を出品

する画家たち）のそれに非常に近い。大学や団体などで特定の画家に師事するのではなく

（辻󠄀野の場合は１９６４年からモダンアートに所属するが特定の画家に師事したとまでは

断定できない）、宮崎県美術展や宮日総合美術展（現在のみやざき総合美術展）に出品す

ることで研鑽を重ね、身の回りにいる画家たちの刺激や影響を受けて作品を制作する。世

界の美術的動向や美術史などについての情報は、専ら画集や美術雑誌から吸収するといっ

たところである。以下に、辻󠄀野の画業のなかで分岐点になったと考えられる出来事を挙げ
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たい。 

 

“宮崎神宮”という原風景 

１９７２年（５２歳）ごろから、辻󠄀野は伎楽面（ぎがくめん）シリーズに取り組んでい

る。これは、辻󠄀野の母が宮崎神宮の近くに生まれ、幼少期より舞や面に親しみがあったこ

とが背景にある。このシリーズでは、辻󠄀野は貝の粉を混入し、日本画を意識した作品づく

りを行っている。辻󠄀野作品の多くに、面らしきものが描かれ、また晩年に辻󠄀野が和紙を使

用した表現へと移行する様子からも、辻󠄀野は日本古来の特性をどのように画面に落とし込

むかについて、生涯模索していたと言ってよい。 

ジョアン・ミロの影響 

辻󠄀野自筆の年譜iによると、１９８２年（当時６２歳）に「このころジョアン・ミロに心

酔する」との記述がある。ジョアン・ミロ（１８９３－１９８３）は、スペイン・バルセ

ロナ出身の画家である。人物や鳥などをデフォルメする作風や、原色を基調とした色使い

など、辻󠄀野の作風にはミロからの多くの影響が見受けられる。 

瑛九の影響 

１９８３年５月２２日付け朝日新聞の記事iiにて、辻󠄀野（当時６３歳）は「瑛九に学び

何年たっても腐らないよい絵を描き残したい」と発言している。瑛九（１９１１－１９６

０）については、辻󠄀野作品の作風への直接的な影響を見受けることはできない。しかし辻󠄀

野が制作において、瑛九に大きな影響を与えたシュルレアリスムを、ヒントとした可能性

は考えられる。例えば「天地創造」（１９７８年・高鍋町美術館蔵）は、シュルレアリス

トのアンドレ・マッソン（１８９６－１９８７）やロベルト・マッタ（１９１１―２００

２）の作風を彷彿とさせる。瑛九より一つ年上で、交流は無かったにせよ青年期を共に宮

崎で過ごした辻󠄀野にとって、シュルレアリスムに魅了され世界的に評価された瑛九への憧

憬が少なからずあったのではないだろうか。 

 

以上、三つのポイントを踏まえたうえで、宮崎神宮を発端とした新しくも古風な一面

と、ジョアン・ミロ（１８９３－１９８３）心酔を発端とした奔放で色彩豊かな一面がそ

れそれに成熟していき、晩年にはそれらが融合した形で「床板スタイル／板屏風景」（画

家・村井正誠《１９０５－１９９９》による記述）iiiに至ったと推測することが妥当であ

ろう。 

 

２．道北昭介 

道北は１９５１年（当時２１歳）に宮崎大学学芸学部２年課程を修了し、その後県内小

中学校の教諭として務めた。本格的な制作は１９５８年（当時２８歳）、新象作家協会に

出品してからである。道北の場合は、県内の作家との交流がなかったわけではないが、他

の県内作家と比較して異様に多いのは中央の作家たちとの交流、またそれは画家に留まら

ず、農業評論家や生物学者など多岐にわたるところである。なお、１９６６年（当時３６

歳）に道北は、小学校を退職し、家業（つるや旅館）を継いでいる。そんな道北の画業の
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なかで分岐点となったと考えられる出来事を挙げたい。 

福沢一郎に師事 

道北が師事した画家・福沢一郎は、道北にとって「どのように描くか」の部分に大きな

影響を与えたと言ってよい。周知のとおり、シュルレアリスムと深い関わりがある福沢

は、１９２４年の渡仏時にジョルジョ・デ・キリコ（１８８８－１９７８）やマックス・

エルンスト（１８９１－１９７６）に影響を受けた作品を制作しており、帰国後もシュル

レアリスムを紹介する活動を行っている。だが、道北がもっとも福沢から影響をうけたと

考えられる一面は、社会批判的視点である。福沢のテーマが一貫して「人間」や「社会」

であったため、福沢と出会ったiv直後の作品「ピエロの終日」（１９６５年・高鍋町美術館

蔵）は、同様のテーマ性を感じることができる。注目すべきは、そこをスタート地点とし

て、道北が地域色豊かなテーマに発展させていったことであるが、それは後述する。 

二土会 

行動力をもって活動と制作を展開した福沢同様、道北も高鍋町を拠点として多様な活動

を精力的にこなした。高鍋町内で独自の文化団体・二土会vを設立し、その第一回の公募展

では、植村鷹千代（美術評論家・１９１１－１９９８）・幸寿（画家・１９１１－２００

３）・岩間正男（画家・１９２６－２０１３）を審査員として招聘したというから驚きで

ある。二土会の活動は、道北が地方で九州現代美術の土壌を耕そうとした稀有な事例と言

っても過言ではない。道北の活動はこれに留まらず、高鍋町文化協会・里の会・高鍋ユネ

スコ協会・日向ひょうすん坊共和国の設立と、美術分野に留まらない多様な団体の設立に

携わった。これらの活動が道北作品の制作におけるインプット（ここでは情報や知識を取

り込むの意）の部分に、関係があったことは想像に難くない。 

 

資料１ 

第４回二土会展作品公募についてお願い（田中等氏提供） 
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資料２ 

第４回二土会美術展作品目録（田中等氏提供）

土シリーズ 

前述の多様な活動のなかで、道北の代表的なシリーズへと結実したのが、この土シリー

ズである。高鍋で生活する道北にとって、農業は非常に身近なものであった。１９６１年

（当時３１歳）、農業基本法が制定され、宮崎県は農業県の地位確立にむけて激動の時代

を迎えた。１９６６年、親交のあった松丸志摩三（農業評論家・１９０７―１９７３）が

高鍋町に移住した。また道北は、１９７３年（当時４３歳）から、山下惣一（農村作家・

１９３６―）と親交を深め、同年、だきとシリーズを、翌年から土シリーズを制作してい

る。この影響について、道北昭介画集にて美術評論家の谷口治達（１９３２―２０１３）

はこう語っている。 

 

松丸との交際により道北の作品には何か一つバックボーンのようなものが通り、鑑賞

者にはしたたかな主張を持つ画家の印象を与え始めていた。（道北昭介画集・１９９

６年８月６日発行）vi 

 

また、だきとシリーズについて、道北はこう語っている。 

 

やっぱり人間が自然の力の中でしか生きられないということ、それがいまはどうにも

ならない状態になってますね。しかし自然の中での人間の存在、生活への渇望それを

ダギトというテーマで表現してみたかったわけですね（西日本あすの百人・九州朝日

放送報道部編・１９７４年発行）vii 

 

なお、「だきと」という表記については、道北は作品名として「だきと」の表記で発表

しているが、『西日本あすの百人』では「ダギト」で統一して表記されている。これら

は、「田祈祷」の訛り呼称であるため、本稿ではそれぞれ出典のままの表記とした。 

 以上、三つのポイントを踏まえると、１９６０年代前半はまず徹底的に抽象画という描

き方に取り組み、そこに１９６０年代中盤に社会批判的視点が取り込まれ、１９７０年代

に、地方の土着性をテーマとした時代へと移行していく、といった道北の作風の変遷を把

握することができる。その後、道北は１９８０年ごろから、雲シリーズ、「空隙」の連
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作、「不快な夏日」をはじめとした“暗鬱な”（谷口治達による記述）viii作品へと展開され

た。 

 

３．関係性と共通点 

ここまでの両者の画業の変遷をたどると、画家として探求したもの、目指したものが異

なることが明白になる。そうしたときに、突如両者の年譜のなかに「昭和５３年 櫟画廊

（東京都）にて辻󠄀野精一・道北昭介二人展」という同一の文言が現れるのだ。一見まった

く共通点のない二人にどのような背景があってそれが実現されたのだろうか。実は、二人

の記録には、若干の相違が見られる。辻󠄀野の記録には、「櫟画廊（東京都）にて道北昭介

と二人展。／東亜画廊（福岡市）にて個展。」ixとあり、一方で、道北の記録には「櫟画廊

（東京都）にて辻󠄀野精一と二人展。／東亜画廊（福岡市）にて辻󠄀野精一と二人展。」xとあ

る。櫟画廊は、道北が東京での発表の場として、１９７１年より度々個展を開催していた

場所である。このことから、互いの個展に出し合うような形でこの年限りの二人展が実現

したことが推測できる。道北善枝氏（道北昭介の長女）の記憶によるとxi、辻󠄀野は度々道

北のアトリエを訪ねてきていたという。瑛九についての言及もしかりだが、温厚な性格の

辻󠄀野は、年齢の上下に関係なく、実力のある画家から吸収する姿勢を持っていたのではな

いだろうか。 

日本古来の神秘を、シュルレアリスムの影響をもって展開した辻󠄀野精一。農民の精神性

を、社会批判的視点で展開した道北昭介。いずれも題材には土着性が高く、表現方法に影

響を受けた作家の余韻を残しながらも自身の描き方・テーマへと昇華させている。

 

 

資料３   

１９７８年二人展案内状（櫟画廊） 

 

４．昭和の西都市・児湯郡における抽象画家たちの動向 

 筆者は今回二人の画家に焦点を当て、自館の所蔵品から見る論考を展開したが、これを

より俯瞰的に把握するためには、西都市・児湯郡の当時の動向を知る必要がある。そこ

で、資料４を参照されたい。第二次世界大戦が終結した１９４５年、辻󠄀野は３５歳、道北

は２５歳であった。当時を知る杉山昭（画家・１９２７－）へのインタビューxiiによる
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と、戦後は油絵具が入手しづらい状況が続き、「潤沢に使用していたのは県内では塩月桃

甫（１８８６－１９５４）くらい」との印象であったという。ここ高鍋町では、古くは高

鍋藩の絵師・安田李仲（安田家八代・１８３０－１９０８）、秋月可山（１８６７―１９

３２）から、有田四郎（１８８５－１９４６）、平原美夫（１９１１－１９７５）と、伝

承的かつ古典的な表現が見られた。地方では抽象の地位の獲得に躍進した時代であった。

なかでも早い時期から社会批判的視点で描いたのが、太佐豊春（１９２１－２００５）と

道北昭介である。当時、この二人についての交流があったのかについてははっきりしてい

ないが、生活拠点や活動内容からみるに、面識があってもおかしくはない。また、時を同

じくして、１９５７年～１９６２年に福岡では九州派が名を馳せていた。熱気を帯びた活

動は少なからず聞こえていただろう。文学者と交流をもつ取り組みや、九州派の理念の一

つであった反東京の部分は、道北の歩んだ道からも垣間見ることができる。これは、ただ

の偶然というよりは、時代性によるものと言えるだろう。同じく九州派の理念である反芸

術についてもその理念を彷彿とさせる作品についてのエピソードが残っているので、ここ

で紹介したい。あるとき道北は、畑を鋤ですいた土の塊を、紐で縛りxiii、さらにそれを石

膏取りしたものをxiv、東京都内で開催された何らかの展覧会にて発表していると見られ

る。道北は、１９７５年に共通して反東京の要素を持つ「俗」と題した絵画作品を発表。

この年は、道北が土シリーズを次々と制作した年でもある。この土シリーズとも関係性が

深いことが推測される“土の塊”については、実物はおろかその記録写真も残っておら

ず、今後調査を進めたい課題の一つとなった。なぜならば、この作品は反東京と反芸術の

双方に取り組んだ、道北の数少ない作品である可能性が高いからである。その作品を検証

することによって、紐解くことのできる道北の思想があるに違いない。また、その時代性

や熱意について考察できることが期待できる。 

 

資料４ 

西都・児湯の抽象画家たち 

（拡大図はｐ．５０参照） 

 この点について会期終了後に黒木郁朝（版画家・１９４５－）より見解を聞くことがで

きた。九州派の情報は聞こえてきたであろうし刺激は少なからず受けていただろう。しか

し、表現の面では、岩間正男の影響が一番大きいとのことであった。xv岩間もまた、道北

が新象作家協会に入ることで出会った作家の一人である。記録によると、美術文化協会を

脱退した岩間正男が、浅利篤（画家・１９１２―１９９９）らと、中心となって新象作家
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協会を創立している。岩手県大槌町に生まれた岩間は、遠野地方に伝わる逸話を記した

『遠野物語』xviや、岩手県北上市周辺に伝わる伝統芸能である鬼剣舞（おにけんばい）を

テーマとして制作に取り組んでいる。それを絵画だけでなく、壁画、彫刻、ステンドグラ

スなど多様な表現を展開した。xviiこの見解に付け加えて、道北が初期に出会っている吉加

江京司（１９０９－１９９３）の存在も忘れてはいけない。改めて振り返ると、たとえば

「十字架のある風景」吉加江京司（１９７７年・宮崎県立美術館蔵）の、赤・黒・青とい

った不穏な色調や十字架を思わせる交差する線の配置などは、「爭淨」道北昭介（１９８

７年・個人蔵）と比較すると、描写への影響を見てとることができる。 

 また、今回の所蔵品展開催をきっかけに、高鍋町在住の美濃力氏よりご自身が所有して

いる道北作品を見せていただく機会を得た。道北昭介画集のなかでも、晩年にひょうすん

ぼう（河童）をモチーフとして絵画や陶芸に取り組んだ記述xviiiがある。今回見せていた

だいた作品はそのシリーズの一つであることが分かる。そして、彫刻家の田中等氏より二

土会の当時の資料を見せていただく機会を得た（資料１，２）。これにより、『道北昭介画

集』にある「萱嶋則松氏等」の記述が、萱嶋秀樹と則松喬であることが判明した。xixこの

ように、展覧会を開催することで、新しい出会いや発見を得ることがある。今後も調査を

続けることで、前述の疑問や仮定に対する情報が得られることも期待できる。 

資料５ 

「河童集会図」道北昭介（１９６７年） 

美濃力氏蔵 

おわりに 

 本所蔵品展の開催における趣旨は当初、作家の調査を改めて行うことで個々の年譜がよ

り網羅されること、および作家双方の特徴が浮き出てくることへの期待であった。当然、

そのような結果は得られたのだが、その他にも複数の発見と新たな課題を得た。作家のつ

くりだす作品には、それぞれの時代背景があり、また美術史上のどの部分に作家が共感し

たかといった検証が重要であるが、現状では充分になされていないという課題が浮上した

のである。たとえば、道北が土シリーズのなかで社会批判の対象とした「農業」の問題を

挙げることができる。これは高度経済成長などによって農村社会が崩壊の危機にあったと

いう時代背景がある。前述の「九州派」の活動が活発であったという時代背景についても

同様であるが、九州派についての記述は現在の時点では出てきていない。このようなこと
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を敢えて本稿に記しているのは、今回取り上げた二人が、一定の世代から上の方々には記

憶の残っている現代である一方で、筆者の世代はすでに生前の二人にお会いできていない

世代となっているという現状に立ちはだかったからである。 

 生前、辻󠄀野は画家の村井正誠に評価され、道北は美術評論家の谷口治達や田中幸人に評

価されている。それほどの画家たちであったにも関わらず、近年注目される機会が減って

いることは否定できない。美術館の使命の一つに「人類共通の遺産を未来へと継承する」

xx責任がある。そして、作品を保管することはもちろんだが、計画的に発信し、再評価・

再発見を繰り返していくことが重要である。次の世代である私たちは、「現代」を「美術

史」として、「作品」を「文化財」として認識していく気概は足りているだろうか。筆者

は今後も西都・児湯を中心とした作家・作品について調査研究し、多角的な視野から究明

していきたい。またそれが、地方の美術館の在り方を考察していくうえでのひとつの手が

かりとなることを願っている。 

 

 

 
i ２０００年に当時の館長・土公武二郎、係長・稲井義人との手紙のやりとりのなかで同封された自筆

の年譜による。 
ii 「新人国記続 ふるさと群像＜３０＞」朝日新聞、１９８３年５月２２日付け、１９面 
iii 『月刊 美術評論』美術出版社、１９７９年８月号、“辻󠄀野精一個展（第７回）” 
iv 『道北昭介画集』道北昭介画集出版実行委員会、１９９６年、ｐ．６９ “１９６３年 この頃福沢

一郎画伯と出会いその後師事をうける。” 
v 同上、道北昭介画集出版実行委員会、１９９６年、ｐ．７０“久保吉文氏（独立美術会員）を中心に

萱島則松氏等の日曜画家約２０名程で毎月第二土曜日に集まるので二土会と名づけた。” 
vi 同上、道北昭介画集出版実行委員会、１９９６年、ｐ．４“道北昭介の絵画”谷口治達 
vii 『西日本あすの百人＜九州朝日放送報道部編＞』１９７４年、ｐ．１８１“画材はすべて農村 中央

思考をはね返す＜ダギト＞、土着文化 洋画家 道北昭介” 
viii 前掲書、道北昭介画集出版実行委員会、１９９６年、ｐ．６「道北昭介の絵画」谷口治達 
ix ２０００年に当時の館長・土公武二郎と係長・稲井義人との手紙のやりとりのなかで同封された自筆

の年譜による。 
x 前掲書、道北昭介画集出版実行委員会、１９９６年 ｐ．７２ 
xi ２０２０年１０月、電話での聞き取り（青井）。 
xii ２０２０年１０月、杉山昭氏自宅でのインタビュー映像撮影（青井）。「オーラル・ヒストリー・アー

カイブ 井上和裕・福富健男・杉山昭（映像）」に収録。 
xiii ２０２０年１０月、喫茶モルゲンでの井上和裕インタビュー映像撮影（青井）。「オーラル・ヒストリ

ー・アーカイブ 井上和裕・福富健男・杉山昭（映像）」に収録。 
xiv ２０２０年１０月、萱嶋稔（高鍋町美術館館長）への聞き取り（青井）。道北は１９６０年代に土の

塊を石膏取りすることを萱嶋稔に依頼している。萱嶋は道北のアトリエを訪れて石膏取りを行ったとい

う。 
xv ２０２０年１２月、木城えほんの郷での聞き取り（青井）。黒木は中学時代に当時美術教諭であった道

北と出会う。黒木が版画家として制作を開始したのちも、交流は続いた。 
xvi 柳田國男『遠野物語』１９１０年 
xvii『美術界年史（彙報）』東京文化財研究所“新象作家協会設立（１９５７年１１月）” 
xviii 前掲書、道北昭介画集出版実行委員会、１９９６年、ｐ．６“１９９０年福岡市の村岡屋画廊で

「河童と遊ぶ」と題して個展を開いた。”谷口治達 
xix 『第４回二土会 作品目録（５０音順）』（資料３）と萱嶋稔（高鍋町美術館館長・萱嶋秀樹の長男）

の情報提供による。 
xx 提言「２１世紀の博物館・美術館のあるべき姿―博物館法の改正へ向けて」日本学術会議 史学委員

会、博物館・美術館等の組織運営に関する文科会、２０１７年、ｐ．２  
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１．高鍋町美術館基金の設置、管理及び処分に関する条例 

平成１１年３月２４日 

条例第７号 

（設置） 

第１条 美術品の購入、特別展の開催及び美術館の健全な運営に資するため、地方自治法（昭和

２２年法律第６７号）第２４１条第１項の規定に基づき、高鍋町美術館基金（以下「基金」という。）

を設置する。 

（積立て） 

第２条 基金として積み立てる額は、寄附金及び一般会計歳入歳出予算で定める額とする。 

（管理） 

第３条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しな

ければならない。 

２ 基金に属する現金は、必要に応じ最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。 

（運用益金の処理） 

第４条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して基金に編入するものと

する。 

（繰替運用） 

第５条 町長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて

基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。 

（処分） 

第６条 基金は、第１条に規定する目的のためにこれを処分することができる。 

（委任） 

第７条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、町長が別に定める。 

附 則 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。 
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２．高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例 

 

平成１１年３月２４日 

条例第６号 

改正 平成１５年５月２３日条例第１７号 

平成１８年３月２４日条例第５号 

平成２４年３月２１日条例第１号 

平成３０年３月２０日条例第１４号 

平成３０年６月１８日条例第２６号 

令和元年６月１８日条例第１７号 

令和２年３月２３日条例第７号 

（趣旨） 

第１条 この条例は、博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第１８条及び地方自治法（昭

和２２年法律第６７号）第２４４条の２第１項の規定に基づき、高鍋町美術館（以下「美

術館」という。）の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。 

（設置） 

第２条 郷土の教育、学術及び文化向上に資するため美術館を設置する。 

２ 美術館の名称及び位置は、次のとおりとする。 

名称 位置 

高鍋町美術館 高鍋町大字南高鍋６９１６番地１ 

（事業） 

第３条 美術館は、次の事業を行う。 

（１） 美術品及び美術に関する資料（以下「美術品等」という。）の収集、保管及び展

示に関すること。 

（２） 美術品等に関する調査研究、展覧会及び講習会等の開催に関すること。 

（３） 美術館の施設及び設備を町民の利用に供すること、その他美術活動の援助に関す

ること。 

（４） その他町長が必要と認めること。 

（管理） 

第４条 美術館は、高鍋町教育委員会（以下「教育委員会」という。）が管理する。 

（職員） 

第５条 美術館に館長その他必要な職員を置く。 

（美術館協議会） 

第６条 美術館の積極的な活用及び適切かつ円滑な運営を図るため、高鍋町美術館協議会

（以下「協議会」という。）を置く。 

 

２ 協議会の委員の定数は、７人以内とする。 
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３ 委員は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並び

に学識経験のある者の中から、教育委員会が委嘱する。 

４ 委員の任期は、２年とし、再任を妨げない。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の

残任期間とする。 

（観覧料等） 

第７条 美術館で美術品等を観覧しようとする者は、別表第１に掲げる観覧料を納付しな

ければならない。 

２ 美術館の施設又は設備を使用しようとする者は、別表第２に掲げる使用料を納付しな

ければならない。 

３ 多目的ホール及び実習室は、正午から午後１時までの間、午後５時から午後６時まで

の間及び午後１０時から午後１１時までの間に限り、使用時間を延長することができる。 

４ 前項の規定により使用時間を延長した者は、別表第３に掲げる使用料を納付しなけれ

ばならない。 

５ 町長は、特に必要があると認める場合は、観覧料及び使用料（次項において「観覧料

等」という。）の全部又は一部を免除することができる。 

６ 既納の観覧料等は還付しない。ただし、館長は、規則で定めるところにより、その全

部又は一部を還付することができる。 

（損害賠償） 

第８条 観覧者又は使用者は、美術品等、設備若しくは備品を亡失し、破損し、又は汚損

したときは、館長の指示に従い、現品又は相当の代価をもって賠償しなければならない。 

２ 町長は、情状により前項の損害賠償額の全部又は一部を免除することができる。 

（指定管理者による管理） 

第９条 美術館の管理は、地方自治法第２４４条の２第３項の規定により、法人その他の

団体であって町長が指定するもの（以下「指定管理者」という。）に行わせることができる。 

２ 前項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合、当該指定管理者は必要

があると認めるときは、あらかじめ町長の承認を得て、美術館の休館日を変更し、若しく

は別に定め、又は開館時間を変更することができる。 

３ 第１項の規定により、美術館の管理を指定管理者に行わせる場合は、第４条の規定中

「高鍋町教育委員会（以下「教育委員会」という。）」とあり、及び第７条の規定中「町長」

とあるのは「指定管理者」と読み替えるものとする。 

４ 第１項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管

理者が美術館の管理を行うこととされた期間前にされた許可の申請は、当該指定管理者に

された許可の申請とみなす。 

 

５ 第１項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合において、当該指定管

理者が美術館の管理を行うこととされた期間前に許可を受けている者は、当該指定管理者

の使用の許可を受けたものとみなす。 

（指定管理者の業務） 
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第１０条 指定管理者は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。 

（１） 第３条に規定する事業の実施に関する業務 

（２） 美術館の利用許可に関する業務 

（３） 美術館の維持管理に関する業務 

（４） 前３号に掲げるもののほか、教育委員会が必要と認める業務 

（利用料金） 

第１１条 町長は、第９条第１項の規定により美術館の管理を指定管理者に行わせる場合

は、別表に掲げる美術館の観覧料又は使用料（以下「利用料金」という。）を当該指定管理

者に収入として収受させることができる。 

２ 使用者は、利用料金を指定管理者に納めなければならない。 

３ 前項の利用料金の額は、指定管理者が別表に掲げる金額の範囲内で定め、町長の承認

を受けなければならない。その額を変更するときも、同様とする。 

４ 指定管理者は、町長が定める基準に従い、利用料金を減額し、又は免除することがで

きる。 

５ 指定管理者が既に収受した利用料金は、原則として還付することができない。 

６ 前項の規定にかかわらず、指定管理者は、特に利用料金の還付が必要と認められる場

合に限り、町長が定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。 

（委任） 

第１２条 この条例に定めるもののほか、美術館の管理及び運営に関し必要な事項は、教

育委員会が規則で定める。 

附 則 

この条例は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、第７条の規定は、平成１１年

１１月３日から施行する。 

附 則（平成１５年６月２３日条例第１７号） 

この条例は、平成１５年７月１日から施行する。 

附 則（平成１８年３月２４日条例第５号） 

この条例は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２４年３月２１日条例第１号） 

この条例は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年３月２０日条例第１４号） 

この条例は、平成３０年４月１日から施行する。 

附 則（平成３０年６月１８日条例第２６号） 

この条例は、公布の日から施行する。 

附 則（令和元年６月１８日条例第１７号）抄 

（施行期日） 

第１条 この条例は、令和元年１０月１日から施行する。 

附 則（令和２年３月２３日条例第７号） 

この条例は、令和２年４月１日から施行する。 
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別表第１（第７条関係） 

区分 観覧料 

常設展 団体以外 小学生未満、町内に住所を有する小学生、中学生、

高校生及び特別支援学校生並びに町内高等学校生 

無料 

町外に住所を有する小学生、中学生、高校生（町内

高等学校生を除く。）及び特別支援学校生、高齢者

並びに障がい者及び障がい者の介助者 

１００円 

一般 ２１０円 

団体 小学生未満、町内に住所を有する小学生、中学生、

高校生及び特別支援学校生並びに町内高等学校生 

無料 

町外に住所を有する小学生、中学生、高校生（町内

高等学校生を除く。）及び特別支援学校生、高齢者

並びに障がい者及び障がい者の介助者 

８０円 

一般 １７０円 

特別展 町長が定める

額 

 

備考 １ この表において「団体」とは、２０人以上の団体をいう。 

２ この表において「高齢者」とは、満７０歳以上の者をいう。 

３ この表において「障がい者」とは、身体障害者手帳、療育手帳又は精神障害者

保健福祉手帳の交付を受けている者をいう。 

４ この表において「一般」とは、小学生未満、小学生、中学生、高校生、特別支

援学校生、高齢者、障がい者及び障がい者の介助者以外の者をいう。 

５ 観覧料は、消費税法（昭和６３年法律第１０８号）第２９条に規定する消費税

の税率を乗じて得た額（以下「消費税額」という。）及び消費税額に地方税法（昭

和２５年法律第２２６号）第７２条の８３に規定する地方消費税の税率を乗じて

得た額を合算した額に相当する額（以下「消費税等相当額」という。）を含む。 

６ １人の障がい者に対し２人以上の障がい者の介助者が同時に美術品等を観覧す

る場合においては、２人目以降の障がい者の介助者の観覧料の額は、障がい者の

介助者の区分は適用せず、当該障がい者の介助者が該当する区分を適用する。 

別表第２（第７条関係） 

区分 使用時間等 使用料 

入場料を徴

収しない場

合 

スポットラ

イトを使用

しない場合 

回廊 １日 ５１０円 

一般展示室 １日 ４，０７０円 

企画展示室１ １日 ４，０７０円 

企画展示室２ １日 ４，０７０円 

多目的ホール（展示のみ） １日 ８，１５０円 



58 

 

スポットラ

イトを使用

する場合 

回廊 １日 １，０２０円 

一般展示室 １日 ４，５８０円 

企画展示室１ １日 ４，５８０円 

企画展示室２ １日 ４，５８０円 

多目的ホール（展示のみ） １日 ９，１７０円 

入場料を徴

収しない場

合 

多目的ホール 午前９時から正午まで ４，０７０円 

午後１時から午後５時まで ５，０９０円 

午後６時から午後１０時まで ５，０９０円 

入場料を徴

収する場合 

スポットラ

イトを使用

しない場合 

回廊 １日 １，５３０円 

一般展示室 １日 ６，１１０円 

企画展示室１ １日 ６，１１０円 

企画展示室２ １日 ６，１１０円 

多目的ホール（展示のみ） １日 １２，２２０円 

スポットラ

イトを使用

する場合 

回廊 １日 ２，０４０円 

一般展示室 １日 ６，６２０円 

企画展示室１ １日 ６，６２０円 

企画展示室２ １日 ６，６２０円 

多目的ホール（展示のみ） １日 １３，２４０円 

入場料を徴

収する場合 

多目的ホール 午前９時から正午まで ６，１１０円 

午後１時から午後５時まで  

７，６４０円 

午後６時から午後１０時まで ７，６４０円 

実習室 午前９時から正午まで ５１０円 

午後１時から午後５時まで ７１０円 

冷房（多目的ホールのみ） 午前９時から正午まで １，５３０円 

午後１時から午後５時まで ２，０４０円 

午後６時から午後１０時まで ２，０４０円 

暖房（多目的ホールのみ） 午前９時から正午まで １，０２０円 

午後１時から午後５時まで １，５３０円 

午後６時から午後１０時まで １，５３０円 

ピアノ １日 １，０２０円 

持込電気器具用電気（多目的ホールのみ） 電気器具に表示された電力１

キロワット当たり１日 

２００円 

備考 １ この表において「１日」とは、規則で定める美術館の開館時間をいい、使用し

た時間が１日に満たなかったときは、１日使用したものとみなす。 

２ 使用料は、消費税等相当額を含む。 
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３ 使用時間は、準備及び後片付けに要する時間を含む。 

４ 持込電気器具用電気の使用料を算定する場合、電気器具に表示された電力に１

キロワットに満たない端数があったときは、その端数は１キロワットとみなす。 

別表第３（第７条関係） 

区分 使用料 

多目的ホール 入場料を徴収し

ない場合 

正午から午後１時まで ８１０円 

午後５時から午後６時まで １，０２０円 

午後１０時から午後１１時まで １，０２０円 

多目的ホール 入場料を徴収す

る場合 

正午から午後１時まで １，２２０円 

午後５時から午後６時まで １，５３０円 

午後１０時から午後１１時まで １，５３０円 

実習室 正午から午後１時まで １００円 

午後５時から午後６時まで １４０円 

冷房（多目的ホールのみ） 正午から午後１時まで ３１０円 

午後５時から午後６時まで ４１０円 

午後１０時から午後１１時まで ４１０円 

暖房（多目的ホールのみ） 正午から午後１時まで ２００円 

午後５時から午後６時まで ３１０円 

午後１０時から午後１１時まで ３１０円 

備考 １ 使用料は、消費税等相当額を含む。 

 ２ 使用時間は、後片付けに要する時間を含む。 

３．高鍋町美術館管理運営規則 

平成１１年３月２４日 

教育委員会規則第１号 

改正 平成１７年８月１０日教委規則第３号 

平成２１年２月５日教委規則第２号 

令和元年６月１８日教委規則第３号 

令和２年３月３日教委規則第４号 

令和３年２月２２日教委規則第４号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例（平成１１年高鍋町条例

第６号。以下「条例」という。）第９条の規定に基づき、高鍋町美術館（以下「美術館」

という。）の管理運営について必要な事項を定めるものとする。 

（組織） 

第２条 美術館の事務を行うため、美術館に総務学芸係を置く。 
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（分掌事務） 

第３条 総務学芸係の分掌事務は、次のとおりとする。 

（１） 文書に関すること。 

（２） 予算整理に関すること。 

（３） 美術館の施設及び設備（以下「施設等」という。）の維持管理に関すること。 

（４） 施設等の使用許可に関すること。 

（５） 美術館協議会に関すること。 

（６） 美術品その他美術に関する資料（以下「美術品等」という。）の収集、保管及び

展示に関すること。 

（７） 美術品等に関する専門的な調査研究に関すること。 

（８） 美術に関する展覧会、講演会及び講習会等の開催並びにその奨励に関すること。 

（９） 美術に関する案内書、解説書及び目録等の刊行並びに広報に関すること。 

（１０） 他の美術館等との連携、情報の交換及び美術品等の相互貸借に関すること。 

（１１） その他美術館に関すること。 

（職員） 

第４条 美術館に次の表に掲げる職員を置き、必要に応じ教育委員会が任命する。 

職 職務 

館長 館務を掌理し、所属職員を指揮監督する。 

副館長 館長を補佐し、館長に事故があるとき、又は館長が欠けたときは、その職務を代理する。 

係長 上司の命を受けて係の事務を掌理する。 

主査 上司の命を受けて専門的業務に従事する。 

主任主事 上司の命を受けて複雑な業務に従事する。 

主事 上司の命を受けて事務に従事する。 

（事務処理等） 

第５条 美術館における事務処理、職員の服務等については、教育委員会における取扱い

の例による。 

（美術館協議会） 

第６条 高鍋町美術館協議会（以下「協議会」という。）に会長及び副会長各１人を置く。 

２ 会長及び副会長は、協議会委員（以下「委員」という。）の互選により選任し、その

任期は、委員の任期とする。 

３ 会長は、協議会を代表し、会務を掌理する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職

務を代理する。 

（会議） 

第７条 協議会の会議（以下「会議」という。）は、会長が招集する。 

２ 会議の議長は、会長が当たる。 
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３ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

４ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決すると

ころによる。 

５ 前各項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会の議決を得て

会長が定める。 

（専門部会） 

第８条 協議会に専門的事項について調査、研究するため、専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。 

４ 部会長は、部務を掌理し、専門部会の調査、研究の経過及び結果を会議に報告する。 

（庶務） 

第９条 協議会の庶務は、美術館総務学芸係において処理する。 

（開館時間等） 

第１０条 美術館の開館時間は、午前１０時から午後５時までとする。ただし、多目的ホ

ール（展示を除く。）の開館時間は、午前９時から午後１０時までとする。 

２ 館長は、運営上必要があると認めたときは、前項の規定にかかわらず、教育委員会の

承認を得て開館時間を変更することができる。 

３ 展示室の入室時間は、午前１０時から午後４時３０分までとする。 

（休館日） 

第１１条 美術館の休館日は、次のとおりとする。 

（１） 毎週月曜日（国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定す

る休日（以下「休日」という。）に当たるときを除く。） 

（２） 休日の翌日（土曜日、日曜日又は休日に当たるときを除く。） 

（３） １２月２８日から翌年１月４日まで 

２ 館長は、必要があると認めるときは、臨時に前項各号に掲げる休館日に開館し、又は

開館日に休館することができる。 

（入館制限等） 

第１２条 館長は、美術館の管理運営上支障があるとき、又は入館しようとする者が次に

掲げる行為をするおそれがあると認められるときは、入館を制限し、又は拒否すること

ができる。 

（１） 美術館における秩序又は風紀を乱す行為 

（２） めいてい等により公衆に迷惑をかける行為 

２ 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。 

（１） 前項第１号及び第２号に掲げる行為をしないこと。 

（２） 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められる行為

をしないこと。 

（３） 許可なく展示品に触れたり、写真撮影、模写等をしないこと。 

（４） 指定する場所以外において喫煙をしないこと。 
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（５） 危険物、毒物及び動物等の携行持込みをしないこと。 

（６） 美術館の管理運営に不適当と認められる行為をしないこと。 

（７） 館内を不潔にしないこと。 

（８） 所定の場所以外に出入りしないこと。 

（９） 美術館の内外において許可なく物品を販売し、又は展示しないこと。 

（１０） その他関係条例、規則及び美術館の係員の指示に従うこと。 

３ 館長は、入館者が前項の規定に違反したときは、退場を命ずることができる。 

（使用許可） 

第１３条 美術館の施設等を使用しようとする者は、使用開始日の１０日前までに施設等

使用許可申請書（様式第１号）を館長に提出して、使用許可を受けなければならない。

ただし、館長が必要と認めるときは、提出期限を変更することができる。 

２ 館長は、施設等の使用を許可したときは、施設等使用許可書（様式第２号）を交付す

るものとする。 

３ 館長は、美術館の管理運営上支障があるとき、又は使用許可を受けようとする者が次

の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないものとする。 

（１） 施設等使用許可申請書の内容に偽りがあるとき。 

（２） 営利を主たる目的とするとき。 

（３） 美術館における秩序又は風紀を乱すおそれがあると認められるとき。 

（４） 施設、設備及び備品等を損傷し、又は滅失するおそれがあると認められるとき。 

（５） 集団的又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある組織の利益になると認

められるとき。 

４ 館長は、必要があるときは、使用許可に条件を付けることができる。 

（変更の許可） 

第１４条 使用許可を受けた者は、使用許可の内容を変更（使用施設の変更を除く。）し

ようとするときは、施設等使用内容変更許可申請書（様式第３号）を館長に提出して、

使用内容変更許可を受けなければならない。 

２ 館長は、前項の規定により変更の許可をしたときは、施設等使用内容変更許可書（様

式第４号）を交付するものとする。 

３ 前条第３項及び第４項の規定は、第１項の規定による使用内容変更許可について準用

する。 

（使用者の遵守事項） 

第１５条 使用者は、第１２条第２項各号に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らな

ければならない。 

（１） 許可された使用の目的又は条件に違反しないこと。 

（２） 施設等を使用する権利を他に譲渡し、又は転貸しないこと。 

 

 

 

https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView
https://srb.legal-square.com/HAS-Shohin/jsp/SVDocumentView


63 

 

（使用後の検査） 

第１６条 使用者は、使用を終了したときは、自己の負担において直ちに施設等を原状に

回復しなければならない。 

２ 前項の規定により施設等を原状に回復した者は、直ちに館長に報告して館長の指示に

よる検査を受けなければならない。 

（使用許可の取消し等） 

第１７条 館長は、使用者が第１３条第３項各号のいずれかに該当するに至ったとき、又

は第１５条の規定に違反すると認めたときは、使用許可を取り消し、又は使用を中止さ

せることができる。 

２ 前条の規定は、前項の規定による使用許可の取消し又は使用中止の場合に準用する。 

３ 第１項の規定による使用許可の取消し又は使用中止によって使用者に損害が生じても、

町は、その損害の賠償の責めを負わないものとする。 

（使用許可の取消しの申出） 

第１８条 使用者は、使用許可の取消しの申出をするときは、施設等使用許可取消申出書

（様式第５号）を館長に提出しなければならない。 

２ 館長は、前項の施設等使用許可取消申出書の提出があったときは、当該許可を取り消

し、その旨を申出者に通知するものとする。 

（使用料） 

第１９条 施設使用料は、使用開始日の１０日前までに納入しなければならない。ただし、

設備使用料については、使用後に納入することができる。 

（観覧料等の減免） 

第２０条 条例第７条第５項の規定により、観覧料及び使用料（以下これらを「観覧料等」

という。）の全部又は一部を免除することができる場合は、次のとおりとする。 

（１） 観覧料が全部免除になる場合 

教育課程に基づく学習活動として入館する町内の小中学校に通う児童若しくは生徒

又は町内の高等学校に通う生徒及びその引率者が観覧するとき。 

（２） 使用料が全部免除になる場合 

ア 町又は教育委員会が主催する行事を行うために施設等を使用するとき。 

イ 教育委員会の所管に属する学校がその行事として施設等を使用するとき。 

（３） 教育委員会が相当と認める額が全部又は一部免除になる場合 

教育委員会が特に必要と認めるとき。 

２ 前項の観覧料等の免除を受けようとする者は、高鍋町美術館観覧料等免除申請書（様

式第６号）を館長に提出しなければならない。 

３ 館長は、観覧料等の免除を許可したときは、高鍋町美術館観覧料等免除許可書（様式

第７号）を交付するものとする。 

（使用料の還付） 

第２１条 条例第７条第７項の規定により還付することができる場合は、次の表のとおり

とする。 
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区分 還付額 

１ 使用者の責めに帰することのできない理由により使用できない場合 既納使用料の全額 

２ 美術館の都合により使用許可を取り消した場合、又は美術館に入館で

きない場合 

３ 使用前に使用許可の取消しがあり、その申出に基づいて館長が使用許

可を取り消した場合 

４ 一般展示室、企画展示室、実習室、多目的ホール使用開始日の７日前

の日までに使用許可の取消しの申出があったとき。 

既納使用料の８割 

２ 使用料の還付を受けようとする者は、使用料還付請求書（様式第８号）を館長に提出

しなければならない。 

（美術品等の館内利用） 

第２２条 図書資料は、館内の所定の場所において利用することができる。ただし、館長

が移動できないと認めた資料については、その限りでない。 

２ 美術品等（図書資料を除く。）を学術の研究のため特に利用しようとする者は、美術

品等特別観覧承認申請書（様式第９号）を館長に提出して、館長の承認を得なければな

らない。 

（図書資料の複写） 

第２３条 図書資料の複写は、著作権法（昭和４５年法律第４８号）第３１条の規定に基

づき、調査研究の用に供するために公表された著作物の一部分について行うものとする。 

２ 図書資料の複写を依頼しようとする者は、図書資料複写申込書（様式第１０号）を館

長に提出しなければならない。 

３ 次に掲げる図書資料は、複写しないものとする。 

（１） 技術的に複写が困難な図書資料 

（２） 複写することによって損傷のおそれのある図書資料 

（３） 前２号に定めるもののほか、館長が複写することを不適当と認めた図書資料 

４ 複写物の利用による著作権法上の責めは、当該複写物の提供を受けた者が負うものと

する。 

（美術品等の館外利用） 

第２４条 美術品等の館外貸出しを受けようとする者は、美術品等館外貸出許可申請書（様

式第１１号）を館長に提出し、館長の許可を受けなければならない。 

２ 館長は、前項の規定により館外貸出しを許可したときは、美術品等館外貸出許可書（様

式第１２号）を交付するものとする。 

３ 前項の館外貸出しを受けることのできる者は、次のとおりとする。 
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（１） 公立の美術館、博物館法（昭和２６年法律第２８５号）第２条第１項に規定す

る博物館及び同法第２９条の規定により文部科学大臣の指定した博物館に相当する施

設 

（２） その他館長が適当と認める者 

４ 第１項の館外貸出しの期間は、３０日以内とする。ただし、館長が特に必要と認めた

ときは、これを延長することができる。 

５ 館長は、美術館の都合により必要と認めたときは、前項に規定する館外貸出しの期間

であっても、美術品等の返還を求めることができる。 

（美術品等の寄贈及び寄託） 

第２５条 美術品等を寄贈又は寄託しようとする者は、美術品等寄贈寄託申出書（様式第

１３号）を館長に提出しなければならない。 

２ 館長は、前項の寄贈又は寄託の引受けを決定したときは、寄贈者又は寄託者に美術品

等寄贈寄託受領書（様式第１４号）を交付するものとする。 

３ 寄託を受けた美術品等は、美術館所蔵の美術品等と同様の取扱いをするものとする。

ただし、天災その他不可抗力によって生ずる損害については、賠償の責めを負わないも

のとする。 

４ 寄託を受けた美術品等は、寄託者の申請又は美術館の都合により返却することができ

る。 

（美術品の選定及び評価） 

第２６条 美術品の選定及び評価をするに当たっては、原則として高鍋町美術館美術作品

等収集審査委員会の意見を聴取するものとする。 

２ 高鍋町美術館美術作品等収集審査委員会の組織及び運営については、館長が別に定め

る。 

（販売行為等の禁止） 

第２７条 美術館の建物及び敷地内において、許可なく売店を設置し、又は販売をしては

ならない。 

（委任） 

第２８条 この規則に定めるもののほか、美術館の管理運営に関し必要な事項は、別に定

める。 

附 則 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。ただし、第１０条から第２８条までの

規定は、平成１１年１１月３日から施行する。 

附 則（平成１７年８月１０日教委規則第３号） 

この規則は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則（平成２１年２月５日教委規則第２号） 

この規則は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年６月１８日教委規則第３号） 

この規則は、令和元年１０月１日から施行する。 
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附 則（令和２年３月３日教委規則第４号） 

この規則は、令和２年４月１日から施行する。 

附 則（令和３年２月２２日教委規則第４号） 

この規則は、令和３年３月１日から施行する。 

４．高鍋町美術館協議会規則 

平成１１年３月２４日 

教育委員会規則第２号 

（趣旨） 

第１条 この規則は、高鍋町美術館の設置及び管理に関する条例（平成１１年高鍋町条例第６号）

第６条の規定に基づき、高鍋町美術館協議会（以下「協議会」という。）の運営に関し必要な事項

を定めるものとする。 

 

（会長及び副会長） 

第２条 協議会に会長及び副会長各１名を置く。 

２ 会長及び副会長は、協議会委員（以下「委員」という。）の互選とし、その任期は、委員の任期と

する。 

３ 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。 

４ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を行う。 

（会議） 

第３条 協議会の会議（以下「会議」という。）の議長は、会長がこれに当たる。 

２ 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。 

３ 会議の議事は、出席委員の過半数をもって決し、可否同数の場合は、会長の決するところによ

る。 

（専門部会） 

第４条 協議会に、専門的事項について調査、研究するために専門部会を置くことができる。 

２ 専門部会に属する委員は、会長が指名する。 

３ 専門部会に部会長を置き、専門部会に属する委員のうちから互選する。 

４ 部会長は、部務を掌理し、専門部会の調査、研究の経過及び結果を会議に報告する。 

（庶務） 

第５条 協議会の庶務は、高鍋町美術館において処理する。 

（委任） 

第６条 この規則に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、会長が協議会に諮っ

て定める。 

附 則 

この規則は、平成１１年４月１日から施行する。 
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５．高鍋町美術館美術作品等収集審査委員会運営要綱 

平成１１年３月２４日 

教育委員会訓令第１号 

（趣旨） 

第１条 この要綱は、高鍋町美術館管理運営規則（平成１１年高鍋町教育委員会規則第１号）第２

６条の規定に基づき、高鍋町美術館美術作品等収集審査委員会（以下「収集委員会」という。）

の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

（所掌事務） 

第２条 収集委員会は、教育委員会の諮問に応じて、次の各号に掲げる事項について調査及び

審議を行う。 

（１） 美術資料の学問的価値に関すること。 

（２） 美術資料の評価額に関すること。 

（３） 美術資料の収集計画に関すること。 

（組織） 

第３条 収集委員会は、委員７名以内で組織する。 

２ 委員は、美術に関する学識経験者のうちから、教育委員会が委嘱する。 

（任期） 

第４条 委員の任期は、２年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 

２ 委員は、再任されることができる。 

（委員長） 

第５条 収集委員会に委員長を置く。 

２ 委員長は、委員の互選によりこれを定める。 

３ 委員長は、会務を総理し、収集委員会を代表する。 

４ 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指定する委員が、そ

の職務を代理する。 

（会議） 

第６条 収集委員会は、教育長が招集する。 

２ 収集委員会の開催は、半数以上の委員の出席を必要とする。 

３ 教育長への報告は、原則として出席委員の全員一致の意見により行う。ただし、意見の一致が

得られない場合は、各委員の意見を併記して報告する。 

（臨時委員） 

第７条 教育長は、美術資料の審議に関し特別に必要があると認めるときは、当該資料に関し専門

的知識を有する者の出席を教育委員会に要請することができる。 

２ 教育委員会は、前項の要請があったときは臨時委員を委嘱し、当該資料に関する専門的調査

を委託するものとする。 

３ 臨時委員の任期は、当該資料に関する収集委員会の報告が行われた日までとする。 
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（庶務） 

第８条 収集委員会の庶務は、美術館において処理する。 

（委任） 

第９条 この要綱に定めるもののほか、収集委員会の運営に関して必要な事項は、教育長が定め

る。 

附 則 

この要綱は、公表の日から施行する。 
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